
平
成
二
十
九
年
三
月
十
五
日
提
出

質

問

第

一

三

二

号

内
閣
総
理
大
臣
夫
人
の
政
府
専
用
機
の
使
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

逢

坂

誠

二

132



内
閣
総
理
大
臣
夫
人
の
政
府
専
用
機
の
使
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書

先
般
提
出
し
た
「
内
閣
総
理
大
臣
夫
人
の
法
的
地
位
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
（
質
問
第
一
〇
五
号
）
に
対
す
る
答
弁
書

（
内
閣
衆
質
一
九
三
第
一
〇
五
号
。
以
下
「
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
で
は
、
「
公
人
と
は
、
一
般
に
、
公
職
に
あ
る
人
を
意
味

す
る
も
の
と
承
知
し
て
お
り
、
他
方
、
私
人
と
は
、
一
般
に
、
公
人
の
対
義
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

そ
の
意
味
で
「
内
閣
総
理
大
臣
夫
人
」
は
、
公
人
で
は
な
く
私
人
で
あ
る
」
と
示
さ
れ
た
。

こ
の
答
弁
に
関
連
し
て
疑
義
が
あ
る
の
で
、
以
下
質
問
す
る
。

一

平
成
二
十
九
年
二
月
、
安
倍
総
理
夫
妻
は
政
府
専
用
機
に
搭
乗
し
て
訪
米
し
た
と
承
知
し
て
い
る
が
、
こ
の
訪
米
時
、
内

閣
総
理
大
臣
夫
人
は
公
用
旅
券
の
発
給
を
受
け
そ
れ
を
使
用
し
た
の
か
。
あ
る
い
は
一
般
の
旅
券
を
使
用
し
た
の
か
。
見
解

を
示
さ
れ
た
い
。

二

過
去
五
年
間
に
内
閣
総
理
大
臣
夫
人
に
公
用
旅
券
が
発
給
さ
れ
た
こ
と
は
あ
る
か
。

三

内
閣
総
理
大
臣
夫
人
に
公
用
旅
券
が
発
給
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
法
令
上
の
根
拠
に
基
づ
く
の
か
。

四

総
理
大
臣
の
外
遊
時
に
記
者
等
の
私
人
が
政
府
専
用
機
に
同
行
し
て
搭
乗
す
る
場
合
、
国
有
財
産
使
用
許
可
申
請
と
航
空

運
賃
の
支
払
が
求
め
ら
れ
る
が
、
「
公
人
で
は
な
く
私
人
で
あ
る
」
内
閣
総
理
大
臣
夫
人
が
総
理
大
臣
の
外
遊
に
同
行
す
る

一



場
合
、
か
か
る
申
請
は
な
さ
れ
、
航
空
運
賃
の
支
払
は
行
わ
れ
て
い
る
の
か
。

五

平
成
二
十
九
年
二
月
、
内
閣
総
理
大
臣
夫
人
は
政
府
専
用
機
に
搭
乗
し
て
訪
米
し
た
と
承
知
し
て
い
る
が
、
こ
の
訪
米
時

に
内
閣
総
理
大
臣
夫
人
は
航
空
運
賃
を
支
払
っ
た
の
か
。
支
払
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
支
出
は
ど
こ
か
ら
な
さ
れ
た
の
か
。

右
質
問
す
る
。

二


